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近所の桜も少し前に満開を迎え、今では花吹雪が舞い葉桜となりました。皆さま､お元気でご活躍のことと思い

ます。新年度入りする日本経済に、新型コロナウイルスの感染拡大が大きな影を落としています。ヒトとモノの流れ

が急速に滞り、企業の生産活動は縮小。投資家の不安心理を映し、日経平均株価は 3 月の 1 ヶ月間で２千円超も下

げました。日本銀行が１日に発表した 3 月の全国企業短期経済観測調査（短観）で、代表的な指数である大企業・製造

業の業況判断指数（ＤＩ）が、前回の昨年１２月調査から 8ポイント悪化しマイナス８となりました。悪化は５四半期連

続で 2013 年３月調査以来、７年ぶりにマイナスになりました。中村事務所としては、コロナウイルス感染予防のため

に正しい手洗い、正しいうがい、咳エチケットの基本（マスク着用）を心がけ、日々の業務に励みたいと思います。中村 

 

 

 

近年、複数の都道府県で営業を営む古物商業が増え、営業所等の全国化が進み、これまでは営業所等が所

在する各都道府県ごとに古物商の許可を申請しないといけませんでした。都道府県をまたがる営業所の数に

よっては申請書を作成、添付する書類の準備など、手続きに膨大な時間を要しました。今回の改正では許可

単位の見直しがされ、届出手続における利便性向上のため、また行政側（公安委員会）も一括して管理する

ことができるメリットがあるため、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その

他の都道府県で古物商を営む営業所を設置する場合には、届出だけで足りるよう簡易簡略化されました。複

数の都道府県で営業を営む場合には、届出は必要なので留意しておきましょう。 

古物商許可等の推移 

 平成 21年 平成 24年 平成 27年 平成 30年 

古物営業許可件数 686,577 727,669 766,493 789,345 

古物商等に対する行政処分件数 936 1,083 1,573 1,367 

行政処分の中でも、指示処分はこの１０年の間に 1.5 倍に増加しています。 

２０２０年３月３１日までに主たる営業所の届出がなされていなかった場合には、今お持ちの許可は失効し、

新たに申請しなおさないといけません。今回の改正による措置を知らずに営業されていると無許可営業とな

り、罰則規定が適用されてしまいます。主たる営業所の届出手続きをされた覚えのない方は管轄の公安委員

会へご確認ください。（佐久間） 

 知っちょい得 
 

改正により遺留分権は遺留分相当

額の金銭の支払いを請求する権利と

なりました。改正前は遺留分減殺請

求権の行使により直ちに遺贈等の目

的物の一部が遺留分権利者に復帰

し、遺留分権利者は物権的請求権を

取得することになっていました。簡

単に言えば土地を全部遺贈したとこ

ろ、遺留分減殺請求が子からあった

場合には法定相続分の半分である４

分の１が子に戻って、共有状態にな

るということです。このため事業等

を承継するために第三者に遺贈した

場合等でそのように持分が復帰して

しまうと法定相続人との関係でうま

く処理が出来ないと事業継続が困難

になる等の不都合が生じるケースが

ありました（続く）。弁護士 渋谷和洋 
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Ｑ．５年前に一般建設業許可を初めて

受けて、このたび最初の更新に合わせ

て、弊社の業務上、許可業種追加を同

時申請したいと考えております。 

財産的要件「直前５年間許可を受けて

継続営業した実績があること」に該当

するのでしょうか？ 

Ａ．申請日時点では５年経っていない

ので、該当しません。なので下記のど

ちらかの方法をとらなくてはなりま

せん。 

①直前決算で自己資本が５００万円

以上であることを示すか 

②５００万円以上の主要取引金融機

関発行の残高証明書を申請時に提出

することになります。 （佐藤） 

  

 

 

ダンプカーの「品川 営 12345」といっ

た文字は、どんな意味でしょうか。 

地名は、管轄の運輸支局や検査登録事

務所の名称が表されています。 

ナンバープレートが「杉並」であって

も、荷台の表示は「練馬」（練馬自動車

検査登録事務所）となったりします。地

名と数字の間の文字は、車両を使う事業

を表し、“営”は運送事業、“販”は砂

利販売業、“砂”は砂利採取業、“建”

は建設業、“砕”は砕石業、“石”は採

石業、“他”はその他（廃棄物処理・生

コンクリート製造業）です。 

番号は事業の種類ごとに届出順に指定

されるそうです。      （佐藤） 
 

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/statistics/H30sitiyakobutugaikyou2.pdf

